
 災害時における被災者相談業務の実施に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と愛知県司法書士会（以下「乙」という。）とは、災害時

における被災者支援のための相談業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

 第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める

災害及びこれに類する大規模な被害が発生した場合（以下「災害時」という。）において、

甲の要請に基づき、乙が実施する司法書士による被災者支援のための相談業務（以下、「被

災者相談業務」という。）について必要な事項を定めることにより、被災者相談業務を円

滑かつ適切に実施し、もって災害時における市民の不安解消と生活の復興を図ることを目

的とする。 

 

（要請） 

 第２条 甲は、災害時において被災者相談の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請す

ることができる。 

 ２ 前項のほか、乙が災害時において特に必要と認めるときは、乙は甲に対して被災者相談

業務の実施を求めることができる。この場合において、甲が必要と認めるときは、乙に対

して協力を要請する。 

 ３ 乙は、前２項の要請を受けた場合には、速やかに乙又は乙の関係団体の構成員の中から

相談員を選出し、甲が指定する相談窓口に相談員を派遣するものとする。 

 

（要請手続） 

 第３条 前条第１項、第２項に規定する要請は、甲が乙に対して、被災者相談業務を実施す

る日時、場所及び期間その他必要事項を明らかにした書面を交付して行うものとする。た

だし、書面交付が困難な場合には、口頭、電話、電子メール等により要請し、追って書面

を交付するものとする。 

 

（被災者相談業務の範囲） 

 第４条 この協定により、乙が実施する被災者相談業務は、第１条の目的に鑑み、広く市民

生活の復興に資する法制度等の情報の提供及び司法書士が取り扱うことができる業務に

関する相談への対応とする。 

 

（被災者相談業務の実施） 

 第５条 甲は、被災者相談業務の実施にあたり、甲主催の相談業務の広報及び会場の確保の

業務を行うものとする。 

 ２ 乙は、被災者相談の実施にあたり、以下の事項についての業務を行うものとする。 

  （１）相談員の派遣 

  （２）相談の実施 

 

 

 

（体制整備） 

 第６条 乙は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、必要と認

められるときは、甲の要請に直ちに対応できる体制を確保するよう努めるものとする。 

 ２ 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、

速やかに相手方に通知するものとする。 

 ３ 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施するための情報

交換を行うものとする。 

 

（費用負担） 

 第７条 被災者相談業務に従事する相談員の人件費その他費用の負担は、乙の負担とする。 

 

（相談料） 

 第８条 この協定により実施する被災者相談業務における相談料は無償とし、相談者に負

担を求めないものとする。 

 

（損害の補償） 

 第９条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙及び乙が派遣した者に損害

が生じた場合であって、甲の責めに帰すべき事由によらないものについての損害補償は、

乙の責任において行う。 

 

（有効期間） 

 第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。た

だし、有効期間満了の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から相手方に対し、文書に

よる異議の申出がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間延長するも

のとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

 第11条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、その

都度、甲乙双方が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各１通を保有する。 

 

 平成２９年９月４日 

 

甲   名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

                      名古屋市長 

                         河 村 たかし 

乙   名古屋市熱田区新尾頭一丁目１２番３号 

                      愛知県司法書士会長 

                         和 田 博 恭 

 


